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１
月
か
ら
始
ま
る

あ
っ
た
か
住
ま
い
る
バ
ン
ク

　
「
温
故
知
新
市
」
は
、
休
み
ま

し
た
。

【 

あ
っ
た
か
住
ま
い
る
バ
ン
ク
と
は
】

　

空
き
家
バ
ン
ク
に
賃
貸
・
売
買
の
可
能
な
空
き
家
等
を
市
に
登

録
し
て
い
た
だ
き
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
登
録
情
報
の
提
供
を

行
い
利
用
希
望
者
に
紹
介
を
行
う

も
の
で
す
。

　

ま
た
、
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
の

利
用
促
進
を
図
る
た
め
、
空
き
家

バ
ン
ク
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
と
し

て
空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録
さ
れ
た

空
き
家
等
の
リ
フ
ォ
ー
ム
及
び
家

財
の
処
分
に
対
し
補
助
を
行
い
ま

す
。

　

こ
れ
ら
の
制
度
を
総
称
し
て

『
あ
っ
た
か
住
ま
い
る
バ
ン
ク
』

事
業
と
い
い
ま
す
。

 

空
き
家
バ
ン
ク 
 

・
市
内
に
あ
る
住
宅
と
し
て
利
用

可
能
な
空
き
家
や
こ
れ
か
ら
空
き
家
と
な
る
予
定
の
一
戸
建
て
の

住
宅
（
併
用
住
宅
も
可
）
を
お
持
ち
の
方
で
、
住
宅
を
売
り
た
い
、 

貸
し
た
い
と
お
考
え
の
所
有
者
の
方
に
物
件
を
登
録
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。（
た
だ
し
、
賃
貸
借
を
目
的
と
し
て
建
築
さ
れ
た
も
の
、

老
朽
化
が
著
し
い
も
の
、
不
動
産
業
を
営
む
者
が
所
有
す
る
も
の

等
を
除
く
）

 

・
市
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
そ
の
物
件
情
報
を
、
栃
木
市
に
定
住

希
望
の
方
や
住
替
え
等
を
お
考
え

の
方
に
提
供
し
ま
す
。

 

・
実
際
の
契
約
交
渉
等
は
、
市
と

協
定
を
結
ん
で
い
る
宅
地
建
物
取

引
業
協
会
の
担
当
業
者
の
仲
介
又

は
当
事
者
間
で
行
っ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

※
物
件
に
よ
っ
て
は
、
登
録
を
お

断
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
仲
介
の

場
合
は
法
律
で
定
め
ら
れ
た
仲
介

手
数
料
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
空

き
家
バ
ン
ク
利
用
料
は
無
料
で

す
。

 

空
き
家
バ
ン
ク
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助 （
空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録
さ
れ

た
空
き
家
等
が
対
象
で
す
）

◆
補
助
の
種
類

 

・
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
費
用
の
一
部
（
工
事
に
要
し
た
経
費
が
20
万

円
以
上
の
も
の
）

 

・
家
財
の
処
分
費
用
の
一
部
（
処
分
に
要
し
た
経
費
が
５
万
円
以

上
の
も
の
）

◆
補
助
の
対
象
者

 
・
空
き
家
等
の
所
有
者
、
購
入
者
、
賃
借
し
た
方

 
・
市
税
等
の
滞
納
の
な
い
方

◆
補
助
の
条
件
等

 

・
補
助
率　

工
事
費
等
の
２
分
の
１

 

・
限
度
額　

リ
フ
ォ
ー
ム
工
事　
　
　

50
万
円

　
　
　
　
　

家
財
処
分　
　
　
　
　
　

10
万
円

 

・
そ
の
他　

本
市
に
事
務
所
も
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
又

は
住
所
を
有
す
る
個
人
事
業
主
が
実
施
す
る
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
・

家
財
処
分
で
あ
る
こ
と
。（
た
だ
し
、
家
財
処
分
は
一
般
廃
棄
物

処
理
等
の
許
可
業
者
で
あ
る
こ
と
）

　

空
き
家
等
の
登
録
し
て
い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

お
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
！

 

建
築
課 
☎
21
‐
２
６
２
２

平
日
夜
間
、
休
日
納
税

　
　
　
相
談
窓
口
の
開
設

母
子
寡
婦
福
祉
資
金

～
子
ど
も
の
進
学
、
就
職

資
金
の
無
利
子
貸
付
～

　

母
子
・
寡
婦
世
帯
の
お
子
さ

ん
の
高
校
・
大
学
進
学
や
就
職
の

資
金
を
無
利
子
で
貸
付
し
ま
す
。

※
寡か

ふ婦
と
は
、
か
つ
て
母
子
家

庭
の
母
で
あ
っ
て
、
お
子
さ
ん

が
成
人
し
た
後
も
な
お
、
配
偶

者
が
い
な
い
方
で
す
。

○
就
学
支
度
資
金
（
入
学
金
、

入
学
に
必
要
な
被
服
等
の
購
入

資
金
）

○
修
学
資
金
（
授
業
料
、
書
籍

代
、
通
学
等
の
資
金
）

高
齢
者
肺
炎
球
菌

予
防
接
種
の
費
用
助
成

　

市
で
は
高
齢
者
肺
炎
球
菌
予

防
接
種
へ
の
費
用
助
成
を
行
っ

て
い
ま
す
。

◎
接
種
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
必
ず
接
種
前
に
問
合
先
ま

で
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

助
成
を
受
け
る
の
に
必
要
な

申
請
書
等
を
交
付
し
ま
す
。

◆
対
象　

市
内
に
住
所
を
有
す

る
満
70
歳
以
上
の
方

◆
助
成
金
額　

３
，
５
０
０
円

◆
助
成
回
数　

生
涯
１
回

※
３
，
５
０
０
円
を
超
え
た
部

分
は
、
自
己
負
担
。

◎
対
象
者
の
費
用
軽
減
に
関
し

て
　

生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
方

は
、
接
種
後
に
申
請
す
る
こ
と

で
、
自
己
負
担
額
分
の
助
成
を

就
学
援
助
制
度

　

経
済
的
な
理
由
に
よ
り
就
学

困
難
な
児
童
生
徒
に
、
学
用
品

費
・
学
校
給
食
費
・
医
療
費
等

の
援
助
を
し
て
い
ま
す
。
詳
し

定
例
教
育
委
員
会
開
催

　
１
月
の
定
例
教
育
委
員

会
を
１
月
20
日
（
月
）
14

時
か
ら
皆
川
公
民
館
（
皆

川
城
内
町
）で
開
催
し
ま
す
。

 

教
育
総
務
課

  

☎
21
‐
２
７
１
１

○
就
職
支
度
資
金
（
就
職
に
必

要
な
被
服
・
通
勤
に
必
要
な
自

動
車
等
の
購
入
資
金
）
寡
婦
の

お
子
さ
ん
は
対
象
外

○
修
業
資
金
（
就
職
に
必
要
な

自
動
車
運
転
免
許
の
取
得
資
金

等
）

※
奨
学
金
等
の
併
用
は
で
き
ま

せ
ん
。

※
就
学
支
度
資
金
・
就
職
支
度

資
金
は
入
学
・
就
職
後
の
貸
付

が
で
き
ま
せ
ん
。
早
め
に
相
談

く
だ
さ
い
。

 

こ
ど
も
課 

☎
21
‐
２
５
１
３

受
け
ら
れ
ま
す
。

 

健
康
増
進
課 

☎
25
‐３
５
１
１

 

健
康
福
祉
課 

☎
45
‐１
７
８
８

 

健
康
福
祉
課 

☎
62
‐０
９
０
４

 

健
康
福
祉
課 

☎
29
‐１
１
０
３

 

健
康
福
祉
課 

☎
92
‐０
３
１
１

国
民
年
金
保
険
料
の
２
年

前
納
（
口
座
振
替
）
始
ま
る

　

４
月
末
の
口
座
振
替
分
か

ら
、
割
引
額
の
よ
り
大
き
な
２

年
前
納
が
で
き
ま
す
。

《
２
年
前
納
の
メ
リ
ッ
ト
》

◎
メ
リ
ッ
ト
１　

２
年
間
で
１

万
４
千
円
程
度
の
割
引

◎
メ
リ
ッ
ト
２　

２
年
前
納
分

栃
木
市
長
及
び
栃
木
市
議
会
議
員
選
挙
の
お
知
ら
せ

◆
選
挙
期
日
等

▽
告
示
日　

４
月
13
日
（
日
）

▽
選
挙
期
日
（
投
票
日
）　

４
月
20
日
（
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

７
時
～
20
時
（
一
部
18
時
ま
で
）

◆
立
候
補
予
定
者
説
明
会

▽
日
時　

２
月
18
日
（
火
）
13
時
30
分
～

▽
場
所　

栃
木
市
役
所
本
庁
舎
（
万
町
※
新
庁
舎
）

◆
立
候
補
届
出
事
前
審
査

▽
日
時　

３
月
19
日
（
水
）
８
時
30
分
～

▽
場
所　

栃
木
市
役
所
本
庁
舎
（
万
町
※
新
庁
舎
）

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局 

☎
21
‐
２
６
３
１

平
成
26
年
農
業
用
免
税
軽
油
に
係
る
申
請

受付日 対象地域 申請会場
2 月   3 日（月）～  5 日（水） 栃　木

下都賀庁舎
第 2 福利厚生棟

2 階会議室
（神田町 6-6）

2 月   6 日（木） ・    7 日（金） 共同・受委託
2 月 10 日（月） ・  12 日（水） 都　賀
2 月 13 日（木） ・  14 日（金） 西　方
2 月 17 日（月）～ 19 日（水） 藤　岡
2 月 20 日（木） ・  21 日（金） 大　平

受付時間
各日とも 8:45 ～ 11:30 および 13:00 ～ 16:30

　

平
成
26
年
分
の
農
業
用
軽
油

引
取
税
免
税
証
を
一
括
し
て
交

付
し
ま
す
。
忘
れ
ず
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

　

対
象
地
域
の
受
付
日
に
来
ら

れ
な
い
場
合
は
期
間
内
の
都
合

の
良
い
日
に
申
請
し
て
く
だ
さ

※朝と午後の受付開始直後は混雑します。
　遅い時間帯が比較的スムーズです。

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

①
免
税
軽
油
使
用
者
証

②
印
鑑

③
免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係

る
報
告
書
（
納
品
書
又
は
領
収

書
を
添
付
、
写
し
で
も
可
）

④
手
数
料　

４
２
０
円
（
※
新

規
及
び
使
用
者
証
更
新
の
場

合
）
つ
り
銭
の
無
い
よ
う
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

⑤
耕
作
証
明
書
（
発
行
手
数
料

２
０
０
円
／
新
規
及
び
耕
作
面

積
変
更
の
場
合
／
使
用
者
証
更

新
の
み
の
場
合
不
要
）
農
業
委

員
会
ま
た
は
各
総
合
支
所
産
業

振
興
課
・
産
業
建
設
課
で
発
行

し
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
用
意
し

て
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
注
意
事
項

○
新
規
お
よ
び
交
付
数
量
見
直

し
の
方
は
、
免
税
証
の
交
付
は

後
日
に
な
り
ま
す
。

○
新
規
お
よ
び
免
税
機
械
の
追

加
や
入
替
え
の
方
は
、
機
械
を

取
得
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

書
類
（
契
約
書
・
納
品
書
・
領

収
書
等
）を
お
持
ち
に
な
る
か
、

機
械
の「
メ
ー
カ
ー
名
」「
型
式
」

「
馬
力
」
を
メ
モ
等
に
控
え
て

き
て
く
だ
さ
い
。

○
国
税
及
び
地
方
税
の
滞
納
処

分
を
受
け
た
方
は
、
処
分
解
除

の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な
け

れ
ば
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

◆
問
合
先

（
農
業
用
軽
油
免
税
証
に
つ
い

て
）
▽
県
税
事
務
所　

軽
油
引

取
税
調
査
担
当

　
　
　
　
　

☎
23
‐
６
８
８
２

（
耕
作
証
明
書
に
つ
い
て
）

▽
農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　

☎
21
‐
２
５
２
６

く
は
、
下
記
へ

 

学
校
教
育
課 

☎
21
‐２
１
７
８

の
全
額
が
そ
の
年
の
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象

◎
メ
リ
ッ
ト
３　

２
年
前
納
は

口
座
振
替
の
み
利
用
可
能
の
た

め
、
納
め
忘
れ
を
防
ぐ
こ
と
が

で
き
る

※
２
月
末
ま
で
に
金
融
機
関
の

窓
口
に
申
し
込
む
。

栃
木
年
金
事
務
所 

☎
22
‐６
０
７
４

　

日

　
　
　

 

曜
日

１
／
27

１
／
28

１
／
29

１
／
30

１
／
31

２
／
２

月 火 水 木 金 日

本庁 ○ ○ ○ ○ ○ ☆

各総合支所 ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ☆

　

こ
の
機
会
に
納
付
、
ま
た
は

相
談
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
納

期
限
内
で
の
納
付
に
協
力
を
お

『○』平日夜間窓口 17：15 ～ 19：00
『☆』休日窓口         9：00 ～ 16：00

 

収
税
課 　

☎
21
‐
２
１
３
１

 

税
務
課 　

☎
43
‐
９
２
０
８

 

税
務
課 　

☎
62
‐
０
９
０
２

 

税
務
課　

 

☎
29
‐
１
１
０
１

 

地
域
ま
ち
づ
く
り
課 

　
　
　
　
　

  

☎
92
‐
０
３
０
４

い
。

願
い
し
ま
す
。


